
障害者（児）日常生活用具の給付種目の追加等について 

 

 令和 5 年 4 月から、下記のとおり変更しましたのでお知らせいたします。 

 

1 給付種目の追加について 

※申請にあたって、所定の様式の診断書または医師意見書が必要です。 

 

2 既存種目の見直しについて 

 (1)特殊マット（身体／知的／難病） 

・基準額を 67,000 円に変更 

・性能を「じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの」に統一 

・対象者の児者区分を統合（身体障害者） 

 

 (2)訓練用ベッドの廃止（身体／難病） 

  これに伴い、特殊寝台およびベッドマットレスの給付対象者として障害児を追加（身体障害者） 

  

(3)聴覚障害者用目覚時計（身体） 

 対象者の要件より、就労要件を削除 
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在宅で使用する人工呼吸

器に接続することで、機器

の稼働に必要な電力を供

給できるもので、障害者

（児）又は介護者が容

易に使用し得るもの（蓄
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障害者（児） 
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な者  


